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主 文

１ 本件控訴を棄却する。

２ 控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第１ 控訴の趣旨

１ 原判決を取り消す。

２ 生野税務署長が平成１７年２月２８日付けでした控訴人の平成１５年６月１

日から平成１６年５月３１日までの事業年度の法人税に係る更正処分のうち所

得金額１２５９万２３６９円，差引所得に対する法人税額３０３万５１００円

を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。

３ 訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。

第２ 事案の概要

１ 本件は，控訴人が，平成１６年７月１６日に控訴人の使用人に対して支払っ

た賞与を平成１５年６月１日から平成１６年５月３１日までの事業年度（以下

「本件事業年度」という。）の損金の額に算入して確定申告を行ったところ，

生野税務署長が上記賞与の損金算入を否定するなどして控訴人に対して更正処

分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行ったため，控訴人が，これらの処分

の取消しを求める抗告訴訟を提起したが，原審は，控訴人の訴え中，上記更正

処分のうち所得金額１２６２万９３２９円，差引所得に対する法人税額３０４

万６２００円を超えない部分の取消しを求める部分を却下し，控訴人のその余

の請求をいずれも棄却する判決をしたので，控訴人が第１記載の判決を求めて

控訴した事案である。

２ 本件に関する法令の定め，前提事実，争点及び当事者の主張は，次のとおり

加除訂正するほかは，原判決の１頁２６行目から１８頁１４行目までのとおり

であるから，これを引用する。

(1) 原判決２頁２行目の「事業年度」を「各事業年度」に改める。
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(2) 原判決２頁９行目の「除く。」の次に「これらを以下「販売費等」とい

う。」を加える。

(3) ３頁１３行目の「掲記」の次に「の」を加える。

(4) ３頁１５行目の「本件」を削除する。

(5) ４頁２４行目の「原告は，」の次に「毎年６月１日から翌年５月３１日ま

でを事業年度とするところ，」を加える。

(6) ６頁１０行目の「増額差税額」を「増差税額」に改める。

(7) ６頁１１行目の「併せた」を「合わせた」に改める。

(8) ６頁１８行目から１９行目にかけての「明らかである。」の次に「また，

控訴人は，増額更正処分の内容が課税標準の一部取消しと課税標準の加算か

ら成り立っている場合は，前者について更正の請求を経ていなくとも，課税

標準の一部取消しを求めることを認めても租税債務の早期確定を害しないな

どと主張するが，更正処分に対する取消訴訟が終了するまでの間は税額の総

額は確定しないとしても，納税者が確定申告により自ら確定させた税額につ

いては法定申告期限から１年を超えて自ら税額の減少を求めることはできな

いという意味での租税債務の可及的速やかな確定を害することになる上，た

またま増額更正処分がされた場合には，更正の請求の期間を徒過した場合で

あっても申告額よりも税額の減少を求めることができることになり，更正の

請求の期間を制限した趣旨が没却されることになる。」を加える。

(9) ７頁９行目から１０行目にかけての「①の更正の請求を経ていない」を

「更正の請求を経ることなく①の」に改める。

(10) ７頁１５行目の「許されない。」の次に「この点について，被控訴人は，

納税者が確定申告により自ら確定した税額については租税債務の一部確定が

実現されており，これを害することは許されないというが，本件のような場

合，税額が増額される可能性がある限りにおいては課税関係の確定は実現で

きないのであるから，法律上の根拠のない課税は許されないという憲法上の
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要請と比較衡量すれば，被控訴人の主張する租税債務の一部確定を実現すべ

き必要性はきわめて低いというべきである。」を加える。

(11) ７頁２１行目の冒頭の「を」を「が」に改める。

(12) ９頁７行目の「委任」を削除する。

(13) １０頁２行目の冒頭に「令１３４条の２は法６５条の委任に基づくもの

であるところ，」を加える。

(14) １１頁１行目の「販売管理費等」を「販売費等」に改める。

(15) １１頁７行目の末尾に改行の上，次を加える。

「 なお，控訴人は，平成１８年の法人税法施行令の改正（以下，この改正

後の法人税法施行令を「平成１８年改正後の令」という。）による令１３

４条の２の廃止により新設された平成１８年改正後の令７２条の５は，令

１３４条の２とは規定の位置及び一部の文言が変わっていることから，上

記改正当時の政令制定者は，令１３４条の２が技術的，細目的事項を定め

たものではなく，法律による委任を欠くことを自認していたと主張するが，

上記改正は会社法の制定等に伴って，役員給与の損金算入のあり方を見直

し，これを整備したものであり，使用人に対して支給する賞与の損金算入

時期についてはそれまでの令１３４条の２の取扱いを変更するものではな

く，令１３４条の２が技術的，細目的事項を定めたものであることに何ら

影響を与えるものではない。」

(16) １１頁１３行目の「損金算入の原則」を「損金算入についての原則」に

改める。

(17) １１頁１７行目の「課税要件法定主義」を「租税法律主義」に改める。

(18) １１頁１８行目の「２２条」の次に「３項柱書」を加える。

(19) １１頁２４行目の「基準」を「損金算入時期」に改める。

(20) １２頁８行目の末尾の「法も」を「法には」に改める。

(21) １２頁１０行目の「法律」を「法」に改める。



-4-

(22) １２頁１９行目の各「基準」をいずれも「時期」に改める。

(23) １２頁２０行目の「基準」を「時期」に改める。

(24) １２頁２６行目の「原価」を「売上原価等」に改める。

(25) １２頁２６行目から１３頁１行目にかけての「販売管理費」を「販売費

等」に改める。

(26) １３頁１行目の「原価」を「売上原価等」に改める。

(27) １３頁１行目から２行目にかけての「販売管理費等」を「販売費等」に

改める。

(28) １３頁２行目の「基準」を「時期」に改める。

(29) １３頁３行目の「販売管理費」を「販売費等」に改める。

(30) １３頁４行目の冒頭の「施行令」を「令」に改める。

(31) １３頁８行目の「費用」を「販売費等」に改める。

(32) １３頁８行目の末尾の「主義」を「基準」に改める。

(33) １４頁１２行目の「販売管理費」を「販売費等」に改める。

(34) １４頁２６行目の「債務確定基準」の次に「による場合」を加える。

(35) １５頁１行目の「上記」を削除する。

(36) １５頁２行目の「１号」の次に「の個別対応の原則」を加える。

(37) １５頁３行目の「基準」を「時期」に改める。

(38) １５頁５行目の末尾に改行の上，次を加える。

「(ウ) 以上のとおり，令１３４条の２は法２２条３項の技術的，細目的事

項を定めたものとはいえず，このことは平成１８年の法人税法施行令の

改正に当たっての政令制定者の意思からも窺える。

すなわち，上記改正によって，令１３４条の２の規定は廃止され，ほ

ぼ同じ内容の平成１８年改正後の令７２条の５が新設されたが，同条は，

平成１８年法律第１０号により改正された法人税法３６条（同条は過大

な使用人給与の損金不算入について定めるものであり，法２２条３項柱
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書の「別段の定め」に当たる。）の委任による平成１８年改正後の令７

２条の４の次に位置しており，このように規定の位置を移動させたのは，

その規定の内容が法２２条３項の技術的，細目的事項とはいえないこと

を上記改正当時の政令制定者も認識していたからにほかならない。また，

内容はほぼ同じであるものの，令１３４条の２では「・・・当該各号に

定める事業年度の所得の金額の計算上，損金の額に算入する」と規定さ

れていたものが，平成１８年改正後の令７２条の５では「・・・当該各

号に定める事業年度において支出されたものとして，その内国法人の各

事業年度の所得の金額を計算する」と改められており，これは前者の文

言では所得の内容を規定することになり，そのためには根拠となる法律

による委任が必要であることから，後者のような計算規定にすり変えた

ものであり，このことからも上記改正当時の政令制定者が令１３４条の

２の規定が法律による委任の根拠を欠き，違憲であることを自認してい

たことを示している。」

(39) １５頁１０行目の「帰属年度」を「損金算入の年度」に改める。

(40) １５頁２０行目の「販売管理費等」を「販売費等」に改める。

(41) １６頁１２行目の「売上原価」の次に「等」を加える。

(42) １７頁１５行目の「効力」の次に「について」を加える。

(43) １７頁２６行目から１８頁１行目にかけての「販売管理費」を「販売費

等」に改める。

(44) １８頁１行目の「売上原価」の次に「等」を加える。

第３ 当裁判所の判断

１ 争点①（本件更正処分のうち，申告額を超えない部分の取消請求に係る訴え

の適法性）について

当裁判所も原判決の結論を相当と考える。その理由は，次のとおり加除訂正

するほかは，原判決の１８頁１８行目から２１頁２０行目までのとおりである
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から，これを引用する。

(1) １９頁６行目の「当該」を削除する。

(2) １９頁９行目の「という建前とする」を削除する。

(3) １９頁２６行目の「①の更正の請求を経ていない」を「更正の請求を経る

ことなく①の」に改める。

(4) ２０頁１行目の「害さず，」の次に「仮にこれを害するとしても，納税者

が確定申告により申告した税額の確定という租税債務の一部の確定を害する

だけであって，税額が増額される可能性がある限りにおいては課税関係の確

定は実現できないのであるから，法律上の根拠のない課税は許されないとい

う憲法上の要請と比較衡量すれば，このような租税債務の一部確定を実現す

べき必要性はきわめて低く，」を加える。

(5) ２０頁４行目の「当初申告のそれ」を「納税者の申告に係る税額」に改め

る。

(6) ２０頁６行目の「しまい，」の次に「法律上の根拠のない課税は許されな

いという憲法上の要請に反する結果となり，」を加える。

(7) ２０頁９行目の「上記」を削除する。

(8) ２０頁１０行目の「当該」を削除する。

(9) ２０頁１６行目の冒頭の「て，」の次に「また，法人税に係る更正処分に

ついては，法定申告期限から５年を経過するまではこれをすることができる

（通則法７０条１項１号）から，更正の請求の期間経過後に更正処分がされ

る可能性があることは通則法も予定しているところであることを考慮すれば，

通則法２３条１項柱書が更正の請求について期間を制限したのは，後日更正

処分がされるか否かに係わらず，更正の請求の期間を制限することによって，

申告に係る税額の範囲で租税債務の早期確定を図ることを目的としたものと

解するのが相当であり，そのように解さないと更正の請求の期間を制限した

意味がなくなってしまうことは明らかであり，さらに，更正の請求の期間経
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過後に更正処分がされるような場合は，法定申告期限から１年以内に更正の

請求をすることを期待することが困難であるような事情が納税者にあるとは

認められないから，」を加える。

(10) ２０頁２３行目の「当該」を削除する。

(11) ２１頁４行目の「（通則法２９条１項），」の次に「この規定によれば，

増額更正処分の効力は，これによって追加的に納付すべきものとされた増差

税額についてのみ及ぶものであって，それによってすでにされた確定申告が

なかったことになるものではなく，当該確定申告に係る税額の納付義務がな

かったことになるものとはいえないから，増額更正処分の取消訴訟の審判の

対象となるのは当該処分の適否であるとしても，税額の面からみれば取消し

の範囲は当該確定申告に係る税額を超える部分に限られると解するのが相当

であり，」を加える。

２ 争点②（令１３４条の２の有効性）について

当裁判所も原判決の結論を相当と考える。その理由は次のとおりである。

(1) 令１３４条の２は法６５条の委任に基づく規定である（この点については

当事者間に争いはない。）から，法６５条の政令への委任の趣旨について検

討する。

ア 憲法は，３０条において「国民は，法律の定めるところにより，納税の

義務を負ふ。」と，８４条において「あらたに租税を課し，又は現行の租

税を変更するには，法律又は法律の定める条件によることを必要とす

る。」とそれぞれ定めており，いわゆる租税法律主義を採用している。

したがって，租税については，納税義務者，課税標準及び税率等の課税

要件並びに賦課徴収の手続は法律によって定めることが必要であると解さ

れる。

もっとも，租税法規は，複雑かつ多様な経済事象をその規律の対象とす

るものであり，課税の公平及び徴税の適正等の観点から技術的かつ細目的
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な定めを設ける必要があるとともに，上記のような経済事象の変動に即応

した規律を行う必要があることを考慮すれば，課税要件等に係る技術的細

目的事項まですべて法律によって定め，また，経済事象の変動に即応して

法律を制定又は改廃することは実際上困難であり，憲法もこのような場合

を予定して，憲法８４条において「法律又は法律の定める条件によること

を必要とする」と定め，課税要件等の定めを政令に委任することを許容し

ているものと解される。

しかし，憲法の採用する租税法律主義の趣旨からすれば，課税要件等の

定めを一般的又は包括的に政令に委任することは許されず，課税要件等に

係る基本的事項については法律において定めることを要し，政令に委任す

ることが許されるのはその技術的細目的事項に限られると解するのが相当

である。

イ 上記のような観点から法６５条の政令への委任の趣旨について検討する

と，法２１条は，内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の課税標準

は各事業年度の所得の金額とする旨を，法２２条１項は，各事業年度の所

得の金額は当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除し

た金額とする旨を，同条２項は，各事業年度の益金の額に算入すべき金額

は，別段の定めがあるものを除き，資本等取引を除く取引に係る当該事業

年度の収益の額とする旨を，同条３項は，各事業年度の損金の額に算入す

べき金額は，別段の定めがあるものを除き，売上原価等（同項１号），販

売費等（同項２号），当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に

係るもの（同項３号）とする旨をそれぞれ定め，法人税の課税標準である

所得の金額の計算の要素となる益金及び損金の内容及び算入時期について

の通則を定めている。そして，法は２３条ないし６４条において，上記通

則に対する別段の定めとして，法人の特定の収入及び支出に関し，益金の

額への算入及び損金の額への算入について，その可否・限度額・時期を定
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めている。

この点について，被控訴人は，法６５条の政令へ委任する旨の定めは法

２２条２，３項の各柱書の「別段の定め」に当たると主張するが，被控訴

人主張のような解釈によれば，法６５条の委任によって，法２３条ないし

法６４条の定め以外にも，政令によって，法２２条の通則に対する別段の

定めをすることができることになるが，それでは，法人税の課税標準であ

る所得の金額を計算するための二大要素である益金と損金について，政令

によって通則である法２２条２，３項に対する別段の定めをすることがで

きることになり，その結果は法人税の税額に直ちに影響するものである上，

法２２条２，３項の各柱書の「別段の定め」については何らの限定がない

ことをも併せ考慮すれば，このような政令への委任は租税法律主義に反す

るものといわざるを得ず，被控訴人の上記主張はにわかに首肯できない。

むしろ，法６５条の見出しには「（各事業年度の所得の金額の計算の細

目）」とあること，同条には「に関し必要な事項は，政令で定める」との

文言が使用されているが，この文言は，法の定めについての技術的細目的

事項を政令に委任したものであることが明らかな法２３条８項，２４条３

項，２９条２項，３１条６項，３２条８項等々においても用いられている

こと，法６５条には「第２款から前款まで（所得の金額の計算）に定める

もののほか」とあるが，同条が通則としての法２２条２，３項に対する別

段の定めを法２３条ないし６４条の定め以外にも政令によって定めること

ができる趣旨であるのなら，第２款（２２条）を外して「第３款から前款

まで（所得の金額の計算）に定めるもののほか」とするべきであるが，そ

うはなっていないことを考慮すれば，法６５条の政令へ委任する旨の定め

は法２２条２，３項の各柱書の「別段の定め」には当たらないと解するの

が相当である。

したがって，被控訴人の上記主張は採用できない。
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ウ 以上によれば，法６５条は，法２２条ないし６４条の定める内容につい

て，その施行のために必要な技術的細目的事項を定めることを政令に委任

する規定と解され，憲法の採用する租税法律主義に反するものとはいえな

い。

(2) 次に，令１３４条の２は，法人が使用人に対して支給する賞与（以下「使

用人賞与」という。）に関し，法２２条３項１，２号の定める内容について，

その施行のために必要な技術的細目的事項を定めたものといえるか検討する。

ア 法２２条３項は，１ないし３号において，法人の各事業年度の所得の金

額の計算上当該事業年度の損金の額に算入されるもの及びその損金算入時

期についての通則を定めている。

そして，使用人賞与については，それが損金であることは明らかであり

（このことは，法３５条３項において，使用人賞与について，利益又は剰

余金の処分による経理をしたときは，その金額は損金の額に算入されない

と定められており，その反対解釈から，法人の費用として支出される使用

人賞与については，これが損金の額に算入されることを前提としているこ

とは明らかである。），問題はいつの事業年度の損金の額に算入されるか

という損金算入時期の如何であるが，会計上，損金となる使用人賞与につ

いては，売上原価等に当たる場合（法２２条３項１号）と販売費等に当た

る場合（同項２号）があるので，以下，それぞれの場合について，法２２

条３項１，２号が通則として定める損金算入時期について検討する。

イ 法２２条３項２号は，当該事業年度終了の日までに債務の確定している

販売費等を損金の額に算入すると定め，販売費等の損金算入時期について，

販売費等の債務の確定した時期の属する事業年度の損金の額に算入すると

の基準（以下，これを「債務確定基準」という。）を規定している。これ

は，債務として確定していない費用については，その発生の見込み及び金

額が明確ではないことから，所得の金額の計算の明確及び課税の公平を確
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保するために，債務の確定を必要としたものと解される。

これに対し，法２２条３項１号は，当該事業年度の収益に係る売上原価

等を損金の額に算入すると定め，売上原価等の損金算入時期について，売

上原価等に係る収益の帰属する事業年度の損金の額に算入するとの基準

（以下，これを「収益対応基準」という。）を規定し，債務として確定し

ていなくとも，当該事業年度の収益に係るものを損金の額に算入するもの

としている。しかし，債務が確定していることを要しないとしても，所得

の金額の計算の明確及び課税の公平を確保するためには，近い将来に支出

することが相当程度の確実性をもって見込まれており，かつ，当該事業年

度終了の日の現況によりその金額を適正に見積もることが可能である場合

に限り，その見積金額を当該事業年度の損金の額に算入することができる

と解するのが相当である。

ウ ところで，使用人賞与については，就業規則や労働協約等による明文の

定めに基づかないで慣行によって支給されている場合もないではなく，ま

た，仮に明文の定めに基づいて支給されている場合においても，支給する

か否か及び支給する場合の金額は，支給対象者の勤務実績に対する人事評

価や当該法人の経営実績に左右されるものである上，支給対象者が支給日

に在籍していることが支給の要件とされる場合がほとんどであり，また，

支給対象者に対して支給の有無及び支給する場合の金額の通知は実際の支

給をもって行われているのが実情といえる。

現に，控訴人においても，本件給与規程には，賞与の額は会社の営業成

績及び社員各個人の業績に応じて決定する（１７条１項），業績の都合・

業界の不況・事業の特別の不振・その他やむを得ない事由がある場合は支

給しないことがある（同条２項），賞与は，人事考課規程に基づき，社員

各人の計算期間中における勤務成績その他を勘案してその都度これを決め

る（２１条），賞与支給が不適当と認められる者については，原則として
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支給しない（２２条），受給資格は，賞与計算期間中勤務し，かつ賞与の

支払日に在籍する者とする（２０条１項）と規定されている。

したがって，上記のような使用人賞与の支給実態に鑑みれば，使用人賞

与については，実際の支給日よりも前に，債務として確定しているか否か

（販売費等に当たるものについて）又は当該事業年度の収益に係る金額と

しての適正な見積りができるか否かもしくは支出されることが確実といえ

るか否か（売上原価等に当たるものについて）を判断することは困難であ

り，仮にそのような判断が可能であるとしても，そのような判断は法人の

内部事項に係わるものであるから，債務として確定しているといえる時期

又は適正な見積りができるかもしくは支出されることが確実といえる時期

は使用人賞与を支給する法人ごとに千差万別になることが予想される上，

さらには恣意的な判断がされるおそれも否定できないから，その結果，使

用人賞与の損金算入時期は法人ごとに不統一になり，また，同一法人にお

いても売上原価等に当たる使用人賞与と販売費等に当たる使用人賞与が異

なる事業年度の損金の額に算入されるという事態も起こり得る。

エ 上記ウにおいて説示した使用人賞与の支給実態及びこれによる損金算入

時期についての問題点を考慮すれば，使用人賞与の損金算入時期について

は，通則としての法２２条３項１，２号の定めだけでは所得の金額の計算

の明確及び課税の公平を確保することは困難であり，上記各号の定めを使

用人賞与に適用するにあたっての定めを要するといえる。

そして，このような定めとして制定されたものが令１３４条の２である

が，この制定に至る経緯について検討すると，使用人賞与については，平

成１０年法律第２４号による法人税法改正によって削除された法人税法５

４条は賞与引当金制度を定め，損金経理により賞与引当金勘定に繰り入れ

た金額のうち政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額

を当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入するものとされてい
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たが，賞与引当金制度の下では，使用人賞与の損金の額への算入について

は，賞与金引当金勘定への繰入額の損金の額への算入という形で行われて

きたのが実情であり（なお，上記法人税法改正前には法人税法及び法人税

法施行令には使用人賞与の損金算入時期についての具体的な定めはなかっ

た。），上記法人税法改正によって法人税法５４条が削除されることに伴

い，賞与引当金制度の廃止後は賞与金引当金勘定への繰入額の損金の額へ

の算入という形ではなく，使用人賞与自体についての損金の額への算入を

行うことが必要になったところ，使用人賞与は，利益又は剰余金の処分と

して行われる場合を除けば，法人の費用として支出されるものであるから，

それ自体が所得の金額の計算上損金の額に算入されるものであることは，

上記法人税法改正の前後を通じて法人税法３５条３項の定めがあったこと

から明らかであるものの，使用人賞与の支給実態によれば，前記のとおり，

その損金算入時期については種々の問題点があり，その損金算入時期を法

２２条３項１，２号の通則の定めのみに委ねた場合，所得の金額の計算の

明確，課税の公平を確保することは困難であり，使用人賞与については，

法２２条３項１，２号の通則の定めを施行するための技術的細目的定めが

必要であったといえる。

そして，令１３４条の２の定める内容は，同条１，２号の場合は使用人

賞与の実際の支給日の前であっても，上記各号所定の要件を満たす場合に

損金の額に算入することを認めたものであるが，上記各号所定の要件を満

たす場合は法２２条３項１号の定める収益対応基準及び同項２号の定める

債務確定基準を満たしているといえる。もっとも，使用人賞与の支給実態

は支給する法人によって様々であるから，上記各号所定の要件を満たすよ

り前の時点（たとえば，控訴人におけるように使用人のすべてについて使

用人ごとの賞与の支給額を決定し，損金としての経理処理をした時点な

ど）をもって，損金の額に算入することを認めることもできないではない
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が，法人が支給額の決定をしただけでは，これは法人内部でのことに過ぎ

ないから，実際に使用人賞与を支給するか否か又は支給金額の確実性が客

観的に明確であるといえないし，また，使用人賞与の支給実態は様々であ

るから，上記各号には当たらないものの，実際の支給日より前の時点で法

２２条３項１，２号の定める基準を満たすような場合があったとしても，

損金の額への算入が全くできないわけではなく，遅くとも実際の支給日の

属する事業年度の損金の額に算入することができることを考慮すれば，所

得の金額の計算の明確及び課税の公平を確保するためには，実際の支給日

より前の時点をもって損金の額に算入することができる場合を限定したか

らといって，法２２条３項１，２号の定める基準に反するものというのは

相当でない。また，令１３４条の２第３号については，同条１，２号に当

たらない場合において，実際の支給日の属する事業年度の損金の額に算入

するというものであり，遅くともこの時点では法２２条３項１，２号の定

める基準を満たしているといえる。

なお，法２４条ないし法６４条においては，法人の特定の収入及び支出

に関し，益金の額への算入及び損金の額への算入の可否・限度額・時期に

ついて，法２２条２，３項の通則の定めに対する別段の定めをするととも

に，技術的細目的事項を定めることを政令に委任することも定められてい

る（たとえば，法２３条８項，２４条３項，２９条２項，３１条６項，３

２条８項等々）のに対し，使用人賞与の損金算入時期についての技術的細

目的事項を定めることを政令に委任する旨の定めは法にはない。しかし，

法２４条ないし６４条は，益金の額への算入及び損金の額への算入につい

て，その可否・限度額・時期について法２２条２，３項の通則に対する別

段の定めをするものであるから，法２４条ないし６４条における政令に委

任する旨の定めは，法がこのような別段の定めをした上での技術的細目的

事項を定めることを政令に委任したものであり，他方，使用人賞与につい
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ては，前記のとおり，それが損金となることについては法もこれを前提に

しており，通則である法２２条３項に対する別段の定めを要するものでは

なく，令１３４条の２は，このような損金となることについて問題のない

使用人賞与について，その支給実態に鑑み，その損金算入時期のみについ

て，通則である法２２条３項１，２号の定めを施行するについて必要な技

術的細目的事項を定めたものといえる。

オ 控訴人は，当審において，平成１８年政令第１２５号による法人税施行

令の改正による令１３４条の２の廃止により新設された平成１８年改正後

の令７２条の５は，令１３４条の２とは規定の位置及び一部の文言が変わ

っていることから，上記改正当時の政令制定者は，令１３４条の２が技術

的，細目的事項を定めたものではなく，法律による委任を欠くことを自認

していたと主張するが，過大な使用人給与の額を定めた令７２条の３は法

３６条の２の，過大な使用人退職給与の額を定めた令７２条の４は法３６

条の３のそれぞれの委任に基づくものであり，これに対し，令１３４条の

２は法２２条３項柱書の「別段の定め」による委任に基づくものではなく，

法６５条の委任に基づくものであるから，制定当初は令７２条の３，同条

の４とは離れた位置に置かれ，上記改正にあたっては，使用人に対して支

給するものの損金の額への算入についてという共通性から，令７２条の３，

同条の４の次に置かれたものと解することができ，その規定の位置から，

上記改正当時の政令制定者において，控訴人が主張するような認識を有し

ていたとは認められない。また，控訴人指摘の令１３４条の２と平成１８

年改正後の令７２条の５の文言の相違については，実質的な内容に差異は

ない上，令１３４条の２において使用されている「・・・当該各号に定め

る事業年度の所得の金額の計算上，損金の額に算入する」という文言は，

令１３４条，１３５条，１３６条においても使用されており，平成１８年

改正後の令７２条の５において使用されている「・・・として，その内国
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法人の各事業年度の所得の金額を計算する」という文言は，令１３６条の

２第１項柱書，１３６条の４第１項柱書，１３７条，１３８条１項柱書に

おいても使用されており，いずれの場合も，法人税の課税対象となる所得

の金額の計算上，損金の額に算入するに当たっての技術的細目的事項であ

ることに変わりはなく，控訴人指摘の令１３４条の２と平成１８年改正後

の令７２条の５の文言の相違から，上記改正当時の政令制定者において，

控訴人が主張するような認識を有していたとは認められない。

カ 以上によれば，令１３４条の２は，使用人賞与の支給実態に鑑み，所得

の金額の計算の明確及び課税の公平を確保するために，使用人賞与の損金

算入に関し，法２２条３項１，２号について，その施行のために必要な技

術的細目的事項を定めたものであり，法６５条の委任の趣旨に沿う定めで

あって適法であり，租税法律主義に反するものでもない。

３ 上記２に説示したところに基づき，本件各処分の適法性について判断する。

甲１３，１４によれば，控訴人は，平成１６年５月３１日，使用人のすべて

について，使用人ごとの本件賞与の支給額を決定した上，決定した支給金額に

ついて伝票を作成し，未払金として記帳処理をしたことが認められる。

しかし，前記前提事実(2)によれば，控訴人が実際に本件賞与を支給したのは

本件事業年度終了後の同年７月１６日であり，しかも，控訴人は，本件賞与の

支給前には，本件賞与の各人別の支給金額について，各人別に，かつ同時期に

支給を受けるすべての使用人に対して通知してはいないから，本件賞与につい

ては，令１３４条の２第３号により，実際に賞与を支給した日の属する平成１

６年６月１日から平成１７年５月３１日までの事業年度の所得の計算上損金の

額に算入されるものであって，本件事業年度の所得の金額の計算上損金の額に

算入することはできないものである。

したがって，本件更正処分は法６５条，令１３４条の２に照らして適法であ

る。



-17-

また，本件賦課決定処分は，本件更正処分を前提としているところ，本件更

正処分は適法であって，過少申告加算税の額の計算にも違法な点は認められな

いから，本件賦課決定処分も適法である。

４ 結論

以上によれば，本件訴え中，本件更正処分のうち所得金額１２６２万９３２

９円，差引所得に対する法人税額３０４万６２００円を超えない部分の取消し

を求める部分は，不適法であるから却下すべきであり，控訴人のその余の請求

は，いずれも理由がないから棄却すべきであり，これと同旨の原判決は相当で

あり，本件控訴は理由がない。

よって，主文のとおり判決する。

大阪高等裁判所第９民事部

裁判長裁判官 松 本 哲 泓

裁判官 田 中 義 則

裁判官 永 井 尚 子


